
拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。弊社業務に関しましては、毎々格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。
現在ご加入いただいております団体総合生活保険について、2022年10⽉１⽇以降始期契約より商品を改定させていただ
きます。つきましては、以下のとおり改定の内容をご案内いたしますので、ご理解賜りますとともに、引き続きご愛顧を賜りますよう、
何卒よろしくお願い申し上げます。
募集パンフレットおよび加入依頼書等を併せてご確認いただき、ご不明な点や詳細につきましては代理店または弊社までお問
い合わせいただきますようお願い申し上げます。

敬 具

必ずお読みください
別 紙

団体総合生活保険の
2022年10月1⽇以降始期契約のご加⼊者様

2022年11⽉

団体総合生活保険 商品改定のご案内

１ 新たに販売・提供する補償・サービス
改 定 項 目 概 要

「弁護士費用等補償特約（人格
権侵害等）」の販売開始

他人からケガを負わされたり物を壊された場合に加え、名誉・プライバシーの侵害、痴
漢・ストーカー⾏為、いじめ・嫌がらせ等（人格権侵害等）により精神的苦痛を被っ
た場合の弁護士費用や法律相談費用を補償する「弁護士費用等補償特約（人
格権侵害等）」を発売します。

【弁護士費用等補償特約（人格
権侵害等）の付帯サービス】
「いじめ・嫌がらせ・痴漢等相談ダイ
ヤル」の新設

「弁護士費用等補償特約（人格権侵害等）」の付帯サービスとして、本特約の保
険の対象となる方向けに「いじめ・嫌がらせ・痴漢等相談ダイヤル」を導入します。本
サービスの内容は以下のとおりです。

『いじめ・嫌がらせ等に関する相談サービス』
 いじめ・嫌がらせ等に関する対応方法（加害者への損害賠償請求、弁護士から
の文書送付等）について弁護士に電話相談いただけるサービス

『痴漢被害・冤罪に関する緊急相談サービス』
 痴漢に遭ったときや痴漢と間違われたときに、対応方法について弁護士に電話相
談いただけるサービス

東京海上⽇動火災保険株式会社

○印のある補償について、下記のとおり改定いたします。

変更する補償
①傷害補償 ②こども傷害補償 ③がん補償

変更する補償
改定項目 概要

① ② ③

○
がん補償における健康状態告
知書の簡素化、ご加入いただけ
る方の範囲拡大

がん補償の健康状態告知書について、質問項目数の削減やがん
罹患リスクと関連性の低い病気の方のご加入を可能とする等、告知
内容を大幅に簡素化するとともにご加入いただける方の範囲を拡大
します。

○ ○ みなし通院における「ギプス等」
の規定改定

通院⽇数にかかわる「ギプス等」の規定について、自賠責保険の支
払基準に内容および表現を合わせます。

２ 改定点

このご案内は、2022年10⽉1⽇以降始期の団体総合生活保険の改定の概要を記載したものです。
ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点がある場合は、代理店または東京海上⽇
動までお問い合わせください。
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